
	
 

	
 

兵庫きのこ研究会会則	
 

2015 年 1 月 25 日最終改定	
 

第１章	
 総則	
 

	
 

(名称)	
 

第１条	
 本会は兵庫きのこ研究会(SSF-Hyogo	
 :Society	
 for	
 the	
 Study	
 of	
 Fungus	
 Hyogo)と称する。	
 

	
 

(目的)	
 

第２条	
 本会はキノコに関する正しい知見を探求し、会員の自己研鑽と社会教育としての貢献により自然	
 

と共生する新たな社会の創造に資することを目的とする。	
 

	
 

(事務所)	
 

第３条	
 本会の事務所を総会において定める連絡先に置く。	
 

	
 

第２章	
 組織	
 

	
 

	
 (会員)	
 

第４条	
 この会の会員は、正会員、家族会員ならびに賛助会員とする。	
 

2.正会員は、本会の目的に沿って自主的な活動を行う者とする。	
 

正会員のうち、別に定める特例要件を満たす者を特例会員とする。	
 

3.家族会員は、正会員と同居する家族で本会の目的に沿って自主的な活動を行う者とする。	
 

4.賛助会員は、個人または法人で本会の活動を賛助する者とする。	
 

	
 

(入会)	
 

第５条	
 本会の目的に賛同して入会を希望する者は、別に定める入会手続きにより入会することができる。	
 

	
 

(会費)	
 

第６条	
 会員は別に定める年会費を毎年度前納しなければならない。	
 

	
 	
 	
 	
 

(会員の権利、義務)	
 

第７条	
 	
 会員は次の権利を有する。	
 

一	
 正会員は総会における議決権、役員の選挙権、被選挙権を有する。但し、特例会員はこれ

らの権利は有しない。	
 

二	
 正会員ならびに賛助会員は会報その他本会の刊行物、会誌の配布を受けることができる。	
 

三	
 正会員ならびに家族会員は本会主催の事業に参加することができる。	
 

2.会員は居住地による地区割り（東・中・西ブロック）のいずれかのブロックに属し、会務の遂

行およびイベント運営に協力する義務を負う。但し、通信会員および老齢・療養等健康に優れ

ない事情のある会員はこの限りでない。	
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(退会)	
 

第８条	
 会員は退会しようとするときは別に定める手続きにより届け出なければならない。	
 

2.会費を指定期限までに納入しなかったときは、会員資格継続の意思がないものとみなし、前会

計年度末をもって退会したものとする。但し、未納に特段の事情が認められるときは、この限

りではない。	
 

	
 

（休会）	
 

第 8条の2	
 会員はやむを得ない事情が生じた場合、別に定める手続きにより、会の活動への参加を一

定期間一時的に休止することができる。	
 

	
 

(除名)	
 

第 9条	
 会員が次の各号の一に該当するときは、役員会は役員の四分の三以上の同意により除名処分

にする	
 ことができる。	
 

一	
 本会の目的、会則に反し、本会の名誉、信頼、権益を著しく損なわせた場合。	
 

二	
 暴力その他正当な理由なくして本会の活動を妨げた場合。	
 

三	
 本会の立場で政治、宗教、営利活動を行った場合。	
 

	
 

(役員)	
 

第１０条	
 本会は会務の遂行のため、役員を置く。	
 

2.役員の互選により、次の五役を置くことができるものとする。	
 

一	
 事務局長	
 

二	
 事務局次長	
 

三	
 総務部長	
 

四	
 会計長	
 

五	
 監査役	
 

３	
 本会は円滑な会務運営のため、会員より相談役を置くことができるものとする。	
 

	
 

(役員の選出)	
 

第１１条	
 役員は会員の中から互選し、総会の承認を得るものとする。	
 

2.前項に拘わらず、役員に欠員が生じた場合または緊急に増員の必要が生じた場合に限り、役員

会の議決により会員の中から役員を選出することができる。	
 	
 

	
 

(役員の任期)	
 

第１２条	
 役員の任期は 1 年とし、再選は妨げない。但し、補充または増員による役員の任期は次期

改選期までとする。	
 

2.役員は後任者が就任するまで引き続きその任務を行う。	
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(役員の任務)	
 

第１３条	
 	
 役員の任務は、会員の活動に必要な企画、連絡、調整、会費の徴収執行管理、情報の収集

管理、広報、渉外、その他会の運営に必要な事項とする。	
 

2.五役の任務は次のとおりとする。	
 

一	
 事務局長	
 会全体の連絡調整、会務の統括および渉外における代表	
 

二	
 事務局次長	
 事務局長の補佐、ならびに代理	
 

三	
 総務部長	
 会議の記録、会の広報	
 

四	
 会計長	
 会費の徴収、必要経費の支出、予算の執行管理、決算	
 

五	
 監査役	
 活動および会計の監査	
 

	
 

第３章	
 活動	
 

	
 

(活動の内容)	
 

第１４条	
 本会の目的を達するため次の活動を行う。	
 

一	
 本会の主宰する事業として、キノコ、菌類に関する学術的、文化的な継続事業	
 

二	
 本会の主催する行事として、会員等に対しキノコに関する知見を広めるための催し等	
 

三	
 会員の活動を支援する事業として、会員の活動の場の提供、技術的支援	
 

四	
 本会の活動、会員活動に関する情報交換のための広報活動	
 

五	
 キノコに関連した専門的知識等を要する場における他団体等との交流	
 

六	
 他団体からの依頼に基づく講師派遣及び指導員養成	
 

	
 

(活動に関する補則)	
 

第１５条	
 本会の活動の立場は政治的、宗教的に中立とし、営利を目的としない。	
 

2.会員が前条の活動に参加する場合、活動中に生じるかもしれない人的物的損害に対する保険等

の危険負担対処策は会員が自ら講じなければならない。	
 

	
 

第４章	
 会議	
 

	
 

(総会)	
 

第１６条	
 本会の議決機関の最高位の場として総会を設ける。	
 

2.総会は役員の申し出により開催する。	
 

3.毎年度の終了ごとに通常総会を開く。	
 

	
 

(臨時総会)	
 

第１７条	
 次の場合は臨時総会を開催しなければならない。	
 

一	
 役員の申し出によるときは役員会により必要と決議されたとき	
 

二	
 正会員の３分の１以上から会議の目的を明示して請求があったとき	
 

2	
 .監査役は、本会の活動を監査する立場から必要があると認めるときは臨時総会を招集すること
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ができる。	
 

	
 

(総会の議決事項)	
 

第１８条	
 この会則に定めるもののほか、次に掲げる事項は総会の議決を経なければならない。	
 

一	
 会則の改定	
 

二	
 事業計画	
 

三	
 予算及び決算	
 

四	
 本会財産の設置及び処分	
 

五	
 本会の解散及び清算	
 

六	
 会費の額及び徴収方法	
 

七	
 前各号に掲げるもののほか、役員会で必要と認められた事項	
 

	
 

(議決)	
 

第１９条	
 総会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。但し、

次の各号の場合は出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。	
 

一	
 会則の改定	
 

二	
 本会の解散及び清算	
 

	
 

(役員会)	
 

第２０条	
 役員会は第10条に定める役員をもって組織し、会務の執行に必要な役員会事務を審議・議

決する。	
 

	
 一	
 本会の広報に関する事務	
 

二	
 本会主催の事業、行事等の企画、実施に関する事務	
 

三	
 部会活動の支援、調整に関する事務	
 

四	
 渉外事務	
 

五	
 予算案の作成	
 

六	
 会務の分担、調整	
 

七	
 その他会務の執行に必要な事務	
 

2.役員会は定例的に開催する定例役員会、および必要に応じ臨時的に開催する臨時役員会（急を

要する場合はメール等による持回り役員会とする）とする。	
 

	
 

(部会)	
 

第２１条	
 会員は本会の目的とするところに沿い、特定の主題に基づく活動を行うグループとして部

会を設置することができる。	
 

2.部会には部会長を置く。	
 

3.部会の設置については役員会に届出て承認を得なければならない。	
 

	
 

第５章	
 会計	
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 (会計)	
 

第２２条	
 本会の経費は入会金、会費、賛助金、助成金、寄付金、その他をもって充てる。	
 

	
 

(会計年度)	
 

第２３条	
 本会の会計年度は1月１日から同年12月３１日までとする。	
 

	
 

	
 （収支決算および事業報告）	
 

第２４条	
 会計長は、事業年度終了後、遅滞なく収支決算書、事業報告書を作成し、監査役の監査を

受け、その意見書を	
 付して総会に提出しなければならない。	
 

	
 

第 6章	
 雑則	
 

	
 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （慶弔）	
 

第２５条	
 正会員の結婚、死亡に際し、祝意あるいは弔意を表する。	
 

	
 

(細則規定)	
 

第２６条	
 この会則の施行について必要な規定は役員会で細則に定める。	
 

	
 

付則	
 

本会則は２００１年１月２８日から施行する。	
 

本会則は２００２年２月２日から施行する。	
 

本会則は２００４年２月１日から施行する。(第６条、第１０条関係)	
 

本会則は２００５年２月６日から施行する。(第１０条関係)	
 

本会則は２０１１年１月２３日から施行する。（議決日１月２３日）	
 

本会則は２０１２年１月２９日から施行する。（議決日１月２９日）	
 

・第６条第２項	
 保険加入の義務削除	
 

・第１０条第1項第1号	
 事務局次長3名を５名以内と改定、第２項を会の代表を追加	
 

・第１５条第２項自己責任の明示を追加	
 

・第２０条第1項第６号に役員会審議事項として会務の分担・調整を追加	
 

本会則は２０１３年２月３日から施行する。（議決日２月３日）	
 

・第４条第２項	
 特例会員の種別を廃し、特例の用件を細則規定に移行。	
 

本会則は２０１５年１月２５日から施行する。（議決日１月２５日）	
 

・第１０条、第１３条	
 役員構成と任務の改定	
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